
 
 
 
 

＝ なぜ「情報モラル教育」が必要とされるのか ＝ 
急速な情報社会の変化の中で，今までの日常モラルや社会のルールでは解決できない局面に出くわすことが起こるようにな

ってきました。その際に適切な対応がとれるように，小学校低学年のうちから，情報モラルの視点をもって道徳的な心を磨い

たり危険を回避するための知恵を身に付けたりする必要が出てきました。 

「情報モラルは，特定の学校，特定の教師だけが実施するものではなく，全ての学校全ての学級で全ての教育活動を通して

実施され，児童生徒が等しく習得すべき基本的な能力です。 

指導内容の重複や飛躍を生じさせないために，指導内容の体系化・系統化・標準化が求められます。 

・体系化とは，「２領域５分野」の内容にバランスよく取り組むこと。 

・系統化とは，どの学年でどのような内容を指導するのか，発達段階に応じて指導内容を積み上げること。 

標準化とは，進級・新学した際の児童生徒のレベルを揃えるため，統一（共通）したカリキュラムを実施すること。 

モラル年間指導計画」を作成し，全校へ配布しました。さらに，平成２３年５月には「宇都宮市情報モラル年間指導計画改訂

版」を作成し，教育情報システム内「Webカリキュラムセンター」に掲載して，全ての教職員用パソコンから閲覧できる 
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～ ＩＣＴの授業での活用や情報モラル教育についての情報を紹介します。 ～ 

＝「携帯電話問題に関する指導資料」を使った情報モラル教育を・・・＝ 

宇都宮市では，平成２１年２月に，「原則として小中学生に携帯電話を持たせない」「持たせる場合には保護者の責

任で安全安心に使わせる」等の方針を柱にした「宮っ子すくすくノーケータイプラン（携帯電話等の使用に係る問題

対策指針）」を策定するとともに，様々な取組を進めてきました。 

一方で，平成２４年度以降，スマホの急速な普及やライン等の利用者の急増に伴い，宇都宮市においても，特に小

学生のスマホやケータイの所持率が上昇するとともに，長時間使用や深夜までの使用による生活習慣の乱れや個人情

報の掲載等によるネットトラブルなど，問題も発生しています。 

そこで，平成２６年度末には，「宮っ子すくすくノーケータイプラン」に基づき，「持たせる場合は保護者の責任で

４つの約束（宮っこルール）を守らせ，安全安心に使わせること」を明記した「スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同

宣言」を策定・宣言し，全市一体となって携帯電話等の使用に係る問題への対策を推進しています。 

その一環として，６月に全校へ配布された「携帯電話問題に関する指導資料（教育委員会掲示板No6536）」を活用

した情報モラル教育の実践事例を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報モラル対策チームとは，「宮っ子すくすくノーケータイプラン（携帯電話等の使用に係る問題対策指針）」に掲

げた「小中学生への情報モラル教育の推進」を具体化するための検討委員会として，平成２２年度に組織されました。 

平成２７年度委員  ・豊郷中央小学校 岡田信行 教諭    ・簗瀬小学校  星野治彦 教諭 

・横川中央小学校 石川雅章 教諭    ・宮の原中学校 武田 玄 教諭 

・姿川中学校   上野浩孝 教諭    ・鬼怒中学校  野口 幹 教諭 

 

 

※パワーポイント「携帯電話問題に関する指導資料（教育委員会掲示板 No6536）」から抜粋（23枚中12枚） 



□ 地域学校園で連携した集会での活用 

 〈全校集会 １５分〉 簗瀬小学校 全校児童/旭中学校 生徒会 

簗瀬小学校では，旭中学校生

徒会と協力した『スマホ・ケー

タイ宮っ子ルール徹底集会』の

中で「スマホ・ケータイ宮っ子

ルール共同宣言」を活用し，ス

マホやケータイを使用する際の

注意点について確認しました。 

旭中学校の生徒が考えた寸

劇やクイズなどをとおして，スマホやケータイの危険性

やルールの必要性について学ぶとともに，『やなぜっ子

情報モラル１０か条』を作成してスマホやケータイの使用

の際のルールを明確にしました。全家庭に配付することで，

保護者との連携も図ることができました。 

□ 学級活動の時間での活用  

 〈学級活動 ２０分〉   横川中央小学校 ５年 

学級活動の時間に，

「携帯電話問題に関す

る指導資料」をパワー

ポイントで見せながら

授業を行いました。 

資料は宇都宮市の実

態に基づいてまとめられているので，スマートフォンを普

段使用していない児童はもちろん，兄姉が使用しているの

を目の当たりにしている児童も，正しく使用しないと危険

だということを実感している様子でした。感想に「自分の

判断がしっかりとできるまでは，なるべく使わないほうが

いい。」と書くなど，携帯電話の節度ある使い方について意

識を高めることができました。 

□ 学級懇談会で活用  

 〈学級懇談会 １０分〉   豊郷中央小学校 

「携帯電話問題に関す

る指導資料」に本校の

割合を追加した資料を

使い，学級懇談会の中

で保護者へ説明する時

間を設けました。携帯

電話やスマートフォンの所持率，使用時間，フィルタリン

グの有無を宇都宮市の平均と比べるとともに，使用に関す

る問題点やトラブルの事例について説明し，使用する場合

は家庭でのルールの徹底がとても大切であることを啓発し

ました。 

懇談後，携帯電話やスマートフォンを子どもに使用させ

る時の保護者の危機意識が高まりました。 

□ 技術・家庭科の時間で活用  

 〈技術・家庭科の授業 ５０分〉   姿川中学校 ３年 

「情報モラルを身に

付けて情報を安全に

利用しよう」という

学習で，スマホ・ケ

ータイ宮っこルール

共同宣言のリーフレ

ットを活用しました。 

ユーザ IDとパスワードの取り扱いや個人情報，セキュリ

ティ対策ソフトウェア，知的財産権などを扱うと同時に，

リーフレットに書かれていることを確認しました。中高生

が実際に事件を起こしてしまったり被害にあってしまった

りした新聞記事なども取り上げながら，具体的に指導し安

全に使うための方策について考えさせることができました。 
□ 学年集会で活用  

 〈学年集会 ３０分〉   宮の原中学校 ２年 

「携帯電話問題に関す

る指導資料」に本校の

２年生の割合を追加し

た資料を使い，学年集

会で生徒に説明を行い

ました。携帯電話やス

マートフォンの所持率や使用時間，フィルタリングの有無

などを市の平均と比べたり，使用状況やそれに伴う学習へ

の影響やトラブルなどを説明したりしました。 

生徒一人一人が，自分の使用状況などを客観的に振り返

るとともに，今後の使用に際しても，保護者と相談して安

全かつ適切に使用しようとする意識の高まりが感じられま

した。 

□ 情報モラル集会での活用  

 〈朝会 ３０分〉   鬼怒中学校 １・２年 

情報モラル集会を

開催し，携帯電話や

スマートフォンを利

用する時には，楽し

く便利なことばかり

でなく様々な危険が

伴っていることについて，パワーポイント資料「携帯電話

問題に関する資料」により説明しました。 

宇都宮市の小中学校におけるスマホやケータイの活用状

況のデータを提示したり，危険性について最近の事例など

を交えて紹介したりしたことで，多くの生徒が，使い方を

誤ると様々な危険が潜んでいることを理解することができ

ました。 


